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PRESSRELEASE                                               2025 年 3 月吉日 

報道関係者各位 

株式会社地方総合研究所 

従業員の働きやすい環境づくりを進めるため 

短時間労働正社員制度を導入 

 

株式会社地方総合研究所は、観光飲食業を展開する中で、従業員がより働きやすく、 かつ充実し

た生活を送れるようにするため、新たに「短時間労働正社員制度」を導入致しました。 

本制度は、ライフスタイルに合わせて働きたい従業員をサポートするため、フルタイム勤務が難しい方で

も正社員として働ける機会を提供するものです。具体的には、通常のフルタイム勤務（週 40 時間）を

基本に、勤務時間の短縮や勤務日数を削減できる柔軟な労働時間設定を可能にするものです。 

【導入の背景】 

観光業界や飲食業界においては、特に繁忙期や不規則な勤務時間が求められることが多く、従業員

が家庭やプライベートとのバランスを取ることが難しいという声が多く寄せられていました。弊社では、従業員

一人ひとりのライフスタイルを尊重し、長期的に安定して働ける環境を提供するため、この制度を導入する

運びとなりました。 

【制度の特徴】 

1. 柔軟な勤務時間設定 

従業員は自分のライフスタイルに合わせて、フルタイム勤務ではなく、短時間勤務を選択できます。週の勤

務時間は個々のニーズに応じて調整可能です。 

2. 正社員としての雇用契約 

短時間勤務でも正社員としての雇用契約を結び、社会保険や福利厚生などの待遇をフルタイム社員と

同様に受けることができます。 

3. キャリアアップ支援 

勤務時間に関わらず、キャリアアップを目指す社員には研修やスキルアップの機会を提供し、成長を支援

します。 

【従業員へのメリット】 

• プライベートと仕事の両立 

家庭や学業、介護など、個々の事情に合わせて働けるため、ライフスタイルに優しい働き方が可能に

なります。 

• 安定した雇用 

正社員として、給与や福利厚生面で安定した環境を提供します。 

• 職場での長期的なキャリア形成 

短時間勤務でもキャリアアップの機会を享受でき、仕事と生活のバランスを保ちながら、職場での成

長が可能です。 
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【今後の展望】 

本制度を通じて、より多くの従業員が自分のライフスタイルに合った働き方を実現し、仕事に対す

る満足度を高めるとともに、より充実した人生を送れるようサポートしていきます。また、この取り組み

は業界全体にも良い影響を与えると信じており、働き方改革を推進する一環として、今後もさらなる

改善策を講じていく予定です。 

 

プレスリリースに関する問い合わせ窓口 

 

株式会社株式会社地方総合研究所 

住所 ： 〒114-0013 東京都北区東田端 1-13-10 ツインビル田端 A 棟７階 

電話 ： 03-5692-5170 （平日：9:00～17:00） 

FAX ： 03-5692-5035 

MAIL ： info@uknet.co.jp 

 

株式会社株式会社地方総合研究所 概要 

 

社名 ： 株式会社地方総合研究所 

英文社名 ： Local General Institute,Inc 

設立 ： 2006 年 10 月 

資本金 ： 2,500 万円 

決算期 ： 9 月 

代表取締役 ： 上嶋 茂 

本社所在地 ： 〒114-0013 東京都北区東田端 1-13-10 ツインビル田端 A 棟 7 階 

営業所 ： 札幌・仙台・横浜・静岡・大阪・京都 

会社ＨＰ ： https://uejimagroup.com/ 
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